
　　　

　上水道給水廃止に伴う市道部本管接続管撤去、樹木の抜根処分、基礎及び基礎
杭調査掘削などの増工と、解体搬入搬出路の傷みが見られないことから仮舗装の減
工などの設計変更をするものである。

変 更 の 理 由

大館市字水門前７５－４

契 約 者 住 所 氏 名 株式会社伊藤羽州建設 

代表取締役 石山　清武

変 更 後 の 請 負 代 金 額 83,862,900 円 （消費税及び地方消費税を含んだ金額）

変 更 後 の 工 期 令和1年5月14日 ～ 令和1年11月29日

変 更 前 の 請 負 代 金 額 83,820,000 円 （消費税及び地方消費税を含んだ金額）

当 初 契 約 締 結 日 令和1年5月14日

変 更 契 約 締 結 日 令和1年11月12日

変 更 前 の 工 期 令和1年5月14日 ～ 令和1年11月29日

様式第４号

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等 旧大館市民体育館ほか解体工事（１期）　31-52KK-01

工 事 場 所 大館市字中城１番地


